
議案第６０号

渋川市農業近代化資金等融通措置条例の一部を改正する条例を次のように

制定する。

令和５年６月８日提出

渋川市長 髙 木 勉

渋川市農業近代化資金等融通措置条例の一部を改正する条例

渋川市農業近代化資金等融通措置条例（平成１８年渋川市条例第１５７号

）の一部を次のように改正する。

第４条第２号中「群馬県総合農政推進資金融通措置要綱」を「群馬県総合

農政利子負担軽減制度要綱」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

理 由

群馬県総合農政推進資金融通措置要綱の一部改正に伴い、所要の改正をし

ようとするものである。



渋川市農業近代化資金等融通措置条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表
（傍線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（利子補給の対象資金） （利子補給の対象資金）

第４条 市の行う利子補給の対象となる資金は、次に掲げるものとする。 第４条 市の行う利子補給の対象となる資金は、次に掲げるものとする。

（１） （略） （１） （略）

（２） 群馬県総合農政利子負担軽減制度要綱（昭和４６年６月１日群馬 （２） 群馬県総合農政推進資金融通措置要綱（昭和４６年６月１日群馬

県農経第２０７号）第１条に規定する資金 県農経第２０７号）第１条に規定する資金

（３） （略） （３） （略）
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